
◎司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
（平成一四年五月七日法律第三三号）　　

一、提案理由（平成一四年四月三日・衆議院法務委員会）　　

○森山国務大臣　司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案につきまし

て、その趣旨を御説明いたします。

　この法律案は、司法書士及び土地家屋調査士につき、規制改革における資格制度の見

直しの観点から、事務所の法人化、資格試験制度及び懲戒手続の整備、資格者団体の会

則記載事項の見直し等を行い、あわせて、司法書士については、国民の権利擁護の拡充

及び司法書士の有する専門性の活用の観点から、司法制度改革の一環として、簡易裁判

所における訴訟代理権等を付与することとし、もって国民生活の利便性の一層の向上を

図ることを目的とするものであります。

　以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

　まず、司法書士及び土地家屋調査士に共通する事項であります。

　第一に、事務所の法人化を認めることとし、司法書士が司法書士法人を、土地家屋調

査士が土地家屋調査士法人を設立することができることとしております。

　第二に、資格試験制度の整備といたしまして、筆記試験合格者に対する翌年度の試験

における筆記試験の免除等の措置を講ずることとしております。

　第三に、懲戒手続の整備といたしまして、国民一般からの懲戒申し出制度の創設、懲

戒処分の官報公告による公開等を行うこととしております。

　第四に、資格者団体の会則記載事項の見直しといたしまして、資格者間の公正な競争

を活性化するため、報酬に関する事項を削除するとともに、研修、資格者情報の公開等

に関する事項を追加することとしております。

　次に、司法書士に関する事項といたしまして、所定の研修の課程を修了し、かつ、法

務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において、請求額が九十万円を超えない

範囲の民事訴訟、民事調停等の手続について代理する業務を行うことができることとし

ております。

　以上が、この法律案の趣旨でございます。

　何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。

二、衆議院法務委員長報告（平成一四年四月一一日）

○園田博之君　ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の

経過及び結果を御報告申し上げます。

　本案は、司法書士及び土地家屋調査士につき、規制改革における資格制度の見直しの

観点から、事務所の法人化、資格試験制度及び懲戒手続の整備、資格者団体の会則記載

事項の見直し等を行い、あわせて、司法書士については、国民の権利擁護の拡充及び司

法書士の有する専門性の活用の観点から、司法制度改革の一環として、簡易裁判所にお

ける訴訟代理権等を付与しようとするものであります。



　本案は、三月二十八日本委員会に付託され、四月三日森山法務大臣から提案理由の説

明を聴取し、五日から質疑に入り、九日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査

を行い、同日質疑を終局し、直ちに採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。

　なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月九日）

　この法律の施行に伴い、政府及び関係機関は、次の点につき格段の配慮をされたい。

一　司法書士会、土地家屋調査士会及びその連合会の実施する研修が、会員の適正な実

務の遂行に効果的なものとなるよう、研修制度の一層の充実に協力すること。

二　司法書士による簡裁訴訟代理関係業務の運用にあたっては、国民に利用しやすく、

わかりやすく、頼りがいあるものとするよう配慮するとともに、その能力担保措置の

円滑な実施のために、関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。

三　司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、

司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に

活用すること。

四　司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴

い、適切な報酬設定が行われるよう、その周知徹底を図ること。

五　司法書士に対する家事事件及び民事執行事件の代理権付与については、簡易裁判所

における訴訟代理権等の行使による司法書士の実務上の実績等を踏まえて早急に検討

すること。

六　国民の利便性の向上を図る観点から、ワンストップ・サービスを積極的に推進すべ

く、司法書士及び土地家屋調査士と他の法律専門職種による協働が図れるよう、関係

省庁において適切な方策を検討すること。

三、参議院法務委員長報告（平成一四年四月二四日）

○高野博師君　ただいま議題となりました司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改

正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げま

す。

　本法律案は、司法書士及び土地家屋調査士の業務について、国民の利便性の一層の向

上を図るため、司法書士及び土地家屋調査士のそれぞれの業務を行うことを目的とする

法人の設立を可能にするとともに、資格試験制度、懲戒手続、資格者団体の会則等に関

する規定の見直しを行い、あわせて、司法制度改革の一環として、研修を修了し、法務

大臣の認定を受けた司法書士について、簡易裁判所における訴訟代理権等を付与しよう

とするものであります。

　委員会におきましては、司法書士に付与する訴訟代理権等の範囲、簡裁の訴訟代理を



行う司法書士の能力担保措置の内容、事務所法人化のメリット、報酬額の適切な設定と

利用者に明示する必要性等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたし

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。

　質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。

　なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。

　以上、御報告申し上げます。

○附帯決議（平成一四年四月二三日）

　政府及び関係機関は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきで

ある。

一　司法書士による簡裁訴訟代理関係業務については、国民の期待と信頼に応えるもの

となるよう、当該業務を行う司法書士の能力担保措置を適切かつ円滑に実施するため、

関係諸機関の支援協力体制に万全を期すること。

二　司法書士の簡裁訴訟代理関係業務の適切な遂行に資するよう、司法書士照会制度の

導入、受任事件に係る強制執行代理権の付与について適切な方策を検討するとともに、

家事事件の代理権付与等についても、司法書士の簡裁訴訟代理実務の実績及び研修の

成果等も踏まえた上で速やかに検討すること。

三　司法書士及び土地家屋調査士の業務に係る報酬規定が会則から削除されることに伴

い、適切な報酬設定が行われるとともに、利用者に分かりやすく明示されるよう、そ

の周知徹底を図ること。

四　司法制度改革に関する検討を踏まえ、国民の権利保護及び利便性向上の観点から、

司法書士及び土地家屋調査士の有する専門的知見を、裁判外紛争解決制度に積極的に

活用すること。

五　公共嘱託登記制度については、その目的に照らし、行政部局の独立行政法人への移

行等も踏まえ、当該制度の対象となる官公署等の範囲を随時見直すこと。

　右決議する。


